
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和６年２月１３日 

支出負担行為担当官 

東北地方更生保護委員会委員長  原 沢 和 茂 

 

１ 調達内容 

（１）名  称 令和６年度福島自立更生促進センター給食業務委託 一式 

（２）業務内容 調理給食、献立作成、食材調達・検収、配膳、残飯処理、食

器洗剤消毒、清掃、調理場等の安全衛生管理、備品設備の点

検、食育指導 

（３）契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行日数 契約期間中毎日（３６５日） 

（５）提供回数 １人あたり１日３回（ただし、昼食は朝食と同時に調理して

作り置きとするか、他の業者若しくは販売店等からの提供も

可とするため、昼食時の調理は行わない。） 

（６）実人員数 １日平均５人（予定数であり、契約期間中に増減することが

ある。） 

（７）基本食数 予定数量（３回／日×１，８２５食） 

（ただし、この数量による発注を保証するものではない。） 

（８）契約金額 食数に食材費単価を乗じた食材費総額と管理費の合計額 

（９）履行場所 福島自立更生促進センター（福島市狐塚１７－１） 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当し

ない者であること。なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由があ

る場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和４・５・６年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供

等」においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、東北地域の競争参加

資格を有する者であること。 

（４）その他予決令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資

格を有する者であること。 

 



３ 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

（１）契約条項を示す場所 

  ア 〒９８０－０８１２ 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３番１号 

仙台法務総合庁舎４階 

東北地方更生保護委員会事務局総務課会計係 野尻 

電話０２２－２２１－３５３６ 

  イ 〒９６０－８０１７ 福島県福島市狐塚１７ 

              福島法務合同庁舎２階 

    福島保護観察所企画調整課会計係 齋藤 

電話０２４－５３４－２２４６ 

（２） 問い合わせ先  上記（１）ア 

 

４ 入札手続等 

（１） 本件入札手続は、入札参加申請手続及び入札手続を書面（本件入札手続

において「紙入札方式」という。）又は、電子調達システム（政府電子調達

（ＧＥＰＳ）（http://www.geps.go.jp/））により行う。 

（２）入札説明書等の交付方法 

公告日から令和６年３月８日（金）まで 

上記３（１）の場所又は電子調達システムにおいて交付する。ただし、上

記３の場合は、平日の午前９時００分から正午及び午後１時００分から午後

５時００分までの間とする。 

（３）資格審査結果決定通知書の写し等の提出期限及び提出場所 

令和６年３月８日（金）午後５時００分まで 

上記３（１）アの場所 

（４）入札書の提出期限及び方法 

令和６年３月１４日（木）午後５時００分まで 

紙入札方式による場合は、上記３（１）アの場所に持参又は簡易書留郵

便（提出期限必着）により提出すること。電子調達システムによる提出も可

能である。なお、持参の場合は、後述の開札当日の提出でも差し支えない。 

 

５ 開札の日時及び場所 

令和６年３月１５日（金）午後２時００分 

仙台法務総合庁舎４階 東北地方更生保護委員会会議室又は電子調達シス

テム 

 

６ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金  免除 



（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

（４）契約書作成の要否  要 

（５）落札者の決定方法 

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

ただし、最低価格の入札者による入札額が、基準額（予定価格の１０分の

６）に満たない低入札価格である場合は、落札決定を保留し、予決令第８６

条及び同第８７条に規定する調査及び審査をする。調査等後、落札者が決定

したら、全ての入札者に結果を文書で通知する。 

（６）その他  詳細は入札説明書等による。 

 


